
えひめこどもの城木製オブジェ設置業務仕様書 

 

１ 委託業務名 

えひめこどもの城木製オブジェ設置業務 

 

２ 業務の目的 

えひめこどもの城に、若年層や女性の関心を引くフォトジェニックな木製オブジェ

を設置し、県内外からの来園を促進する。 

 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和６年３月15日（金）まで 

 

４ 委託上限額 

3,000,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

５ 業務内容 

業務内容は、次の(１)から(３)のとおりとする。 

(１) 木製オブジェのデザイン 

写真撮影やSNSでの投稿を意識するとともに、強度等安全面にも配慮したデザイ

ンとすること。なお、提案書にはイメージを記載することとし、複数案の提案も可

能とする。（概ね３案まで） 

(２) 木製オブジェの設置 

・設置場所は別紙の箇所（えひめこどもの城冒険の丘ゾーンてっぺんとりで横）を

想定しているが、設置の効果や安全面から提案による変更も可能とする。 

・オブジェの主要な部分は愛媛県産材を利用した木製とすること。 

・基礎の設置や周辺整備等、オブジェの設置に必要な措置を講じることとし、提 

案書に記載すること。 

・設置完了は２月を想定するが、作業はえひめこどもの城の他の工事やイベント、

来園者の利用状況に配慮すること。 

(３) その他、独自提案により実施する取組み 

上記業務以外に追加する独自提案については、別途協議の上、決定するものとす

る。 

 

６ 業務計画書及び報告書の提出 

(１) 受託者は、契約締結後遅滞なく受託者が提案した企画提案書をもとに、具体的な

業務内容について愛媛県と協議の上、委託契約書に定める「業務計画書」を作成し

て愛媛県に提出すること。 

(２) 委託業務完了後、委託契約書に定める「実績報告書」を作成し、愛媛県の検査を

受けること。 



(３) 愛媛県は、必要がある場合は、受託者に対して委託業務の処理状況について調査

し、又は報告を求めることができる。 

(４) 愛媛県は、業務実施過程で本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合は、受

託者に協議を申し出る場合がある。この場合、受託者は、委託料の範囲内において

仕様の変更に応じること。 

 

７ 再委託の可否 

受託者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、

再委託先ごとの業務内容、再委託先の概要及びその体制と責任者を明記の上、事前に

書面にて報告し、愛媛県の承諾を得た場合は、この限りではない。 

 

８ 成果の帰属及び秘密保持 

 (１) 成果の帰属 

受託者が本業務で制作した制作物の著作権及び使用権は、原則として、愛媛県に帰

属する。 

(２) 秘密保持 

①本業務に関し、受託者から愛媛県に提出された計画書等は、本業務以外の目的で

使用しない。 

②本業務に関し、受託者が愛媛県から受領又は閲覧した資料等は、愛媛県の了解な

く公表又は使用してはならない。 

③受託者は、本業務で知り得た業務上の秘密を保持しなければならない。 

 

９ 個人情報の保護 

個人情報の保護については、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。

以下「個人情報保護法」という。）に準じて取り扱うこととし、受託者は本業務（再

委託した場合を含む。）を履行する上で、個人情報を扱う場合は個人情報保護法及び

別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

なお、受託業務に従事している者等が、その業務に関して知り得た個人情報の内容

をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用したとき等は、個人情報保護法の

規定に基づき処罰される場合がある。 

おって、疑義がある場合は愛媛県に協議することとする。 

 

10 その他 

業務の実施にあたっては愛媛県と受託者双方が協議を重ねながら実施するものであ

る。 
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